
あなたの知り合いの事業所を
ご紹介ください！

川崎市勤労者福祉共済は、約1,500事業所にご加入いただいています。共済は、
川崎市内の事業所に従事している中小企業や商店などの従業員の方々の福利厚生を
しっかりサポートしていきます。
また、加入事業所数（会員数）が増えると、サービスを充実することが可能です。
ぜひ、未加入事業所をご紹介ください。

加入の条件は？
ご加入は事業所単位です。
加入できる事業所は川崎市内の事務所、店舗、工場その他の事業所で、
次の①②のいずれかに該当する場合です。
　①常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
　②資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社
※個人事業主・商店・病院・福祉施設・公益法人なども加入可能です。

掛金（会費）は？
１人につき月額500円で事業主負担です。入会金はありません。

ご紹介いただくときの方法は？
P.107の未加入事業所紹介カードに必要事項をご記入のうえ、共済へＦＡＸにてお送りください。共済
ホームページからもご紹介いただけます。
ご紹介いただいた場合は、共済からご紹介先へ「かわさきハッピーライフ」のご説明をさせていただき
ます。

未加入事業所
ご紹介制度のご案内

（送付先）

◆紹介元の情報

－

◆紹介先の情報（ご紹介いただける事業所）
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【お問合せ】　川崎市勤労者福祉共済 　☎０４４－２００－２２７４（平日8時30分～ 17時）
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事　業　所　名

所　在　地

代　表　者　名

電　話　番　号

業　 　種

川崎市勤労者福祉共済（かわさきハッピーライフ）
未加入事業所紹介カード

川崎市勤労者福祉共済　行　　　ＦＡＸ ０４４－２００－３９１３

※コピーしてご使用ください

ご紹介いただいた方には？
ご紹介いただいた事業所が共済にご加入された場合は、ご紹介者に謝礼を進呈（加入月の翌月）します。

1～5名の事業所が加入された場合… クオカード2,000円分
6名以上の事業所が加入された場合… クオカード3,000円分

※ 川崎市勤労者福祉共済に未加入の事業所をご存じでしたら、ぜひご紹介ください。
個人事業主、商店、ＮＰＯ法人等の方も加入できます。

※ ご紹介いただいた事業所には、共済から直接、制度のご説明にお伺いします。
ご紹介いただいた事業所が共済に加入された場合、ご紹介者にクオカードを進呈します。
（1～ 5名の事業所が加入された場合・・・クオカード2,000円分　6名以上の事業所が加入された場合・・・クオカード3,000円分）

※ かわさきハッピーライフのホームページからもご紹介いただけます。
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